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一般競争（指名競争）参加資格審査申請書変更届（物品製造等） 

作成の手引き 

 

Ⅰ．資格審査申請書変更届の提出  

一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（以下「申請書」という。）提出後、次の(1)及び(2)に掲

げる事項のいずれかに該当する場合には、速やかに「一般競争（指名競争）参加資格審査申請書変更届

（物品製造等）」（以下「変更届」という。）を提出してください。 

 

(1) 申請者又は資格確認者が次に掲げる事項に該当する場合 

① 死亡したとき 

② 法人が合併により消滅したとき 

③ 法人が破産により解散したとき 

④ 法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき 

⑤ 廃業したとき 

 ※これらに該当することとなった場合は、資格の取消申請となります。 

(2) 申請者又は資格確認者が次に掲げる事項について変更があった場合 

① 本店住所、電話番号又はＦＡＸ番号 

② 商号又は名称 

③ 法人である場合：代表者の役職及び氏名 

個人である場合：その者の氏名 

④ その他（親会社、子会社及び役人の兼任の変更など） 

⑤ 資格の取消 

 

Ⅱ．変更届の記入方法等 

(1) 記入方法 

① 変更届左上の下線部に申請日を記入してください。 

②【申請者情報項目】を記入してください。  

 業者コード  

・お持ちの資格の業者コード（６桁）を記入してください。  

・業者コードは機構ＨＰに公表されている「物品購入等競争参加資格確認者名簿」に記載され

ています。  

・不明の場合は未記入で結構です。 

 住所、商号又は名称、代表者名  

変更がある場合は、変更後のものを記入してください。  

※代表者印の押印は不要です。 

 

 担当者名、担当者連絡先  

申請手続きの担当者（責任者）の氏名・連絡先を記入してください。  
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③「１－１．変更内容」を記入してください。  

 変更事項  

     変更事項が複数ある場合は、それぞれの項目に○印を記入してください。 

     親会社、子会社及び役人の兼任の変更など変更事項に該当するものがない場合は、「④その他」

に〇印を記入し、変更内容を分かりやすく記載してください。 

 変更前  

・申請書に記載した該当項目の内容を記入してください。  

・親会社、子会社及び役員の兼任について変更する場合は、変更のあった項目（「親会社」、「子

会社」、「役員の兼任」のいずれか（複数も可））を記入してください。 

 変更後  

・変更後の内容を記入してください。  

・「①本店住所」「②商号又は名称」「③代表者」を変更する場合は、フリガナを記入してくだ

さい。 

・親会社、子会社及び役員の兼任について変更する場合は、「別紙のとおり」と記入し、別紙

として資本関係・人的関係に係る調書（申請書 様式１－４）を添付してください。 

・「⑤資格の取消」を希望する場合は、理由を記入してください。 

 変更年月日  

変更事由が発生した年月日を記入してください。  

④「１－２．添付書類名」 

  添付した書類について、該当するものに○印を記入してください。 

⑤「１－３．契約中の案件」 

契約中の案件がある場合には、契約支社等の名称、契約番号、契約件名を記入してください。 

 

(2) 添付資料 

変更する項目により必要な添付書類が異なりますので、必要な書類のみを変更届に添付してください。 

・「①本店住所」、「②商号又は名称」又は「③代表者」の変更の場合   

    変更項目を確認できる書類（写） 

法人の場合・・・登記事項証明書 

個人の場合・・・住民票、運転免許証、個人事業の開廃業届出書など 

・「④その他」の変更の場合   

     親会社、子会社及び役員の兼任について変更する場合は、変更後の資本関係・人的関係に関す

る調書（申請書 様式１－４） 

・「⑤資格の取消」の場合   

    申請者本人であることを確認できる書類（写） 

法人の場合：登記事項証明書、印鑑証明書など 

個人の場合：免許証、住民票など 

(3) 提出先について  

変更届は、以下の提出先へ郵送又は持参により１部提出してください。 
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（提出先）〒231-8315 横浜市中区本町 6-50-1(横浜アイランドタワー) 

            独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

            本社 経理資金部 会計課 契約係 資格審査担当宛 

    

※持参により提出する場合の受付時間は、行政機関の休日に関する法律（昭和 63年法律第 91号）

第１条第１項に規定する行政機関の休日を除く 10：00 から 11：30 まで及び 13：00 から 16：00

までとします。 

 

Ⅲ．随時の資格確認申請を行うもの  

  以下に関する事柄については、変更届では受け付けられません。 

機構ホームページに掲載している「一般競争（指名競争）参加資格申請書（物品製造等）作成の手引

き」第４章の内容を確認の上で、随時の資格確認審査申請をお願いいたします。 

 

○ 資格確認を受ける営業品目名の追加 

 


